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議
員

マ
ン
シ
ョ
ン
等
の
耐

震
強
度
偽
装
問
題
が
報
道
さ

れ
て
い
る
が
、
本
市
に
お
い

て
こ
れ
ま
で
に
行
っ
た
建
築

確
認
の
件
数
を
聞
き
た
い
。

市
長

昭
和
六
十
年
度
か
ら

建
築
主
事
を
配
置
し
て
確
認

業
務
を
行
っ
て
お
り
、
平
成

十
二
年
度
ま
で
は
各
年
度
二

〇
〇
〇
件
程
度
で
あ
っ
た
が
、

指
定
検
査
機
関
が
設
立
さ
れ

た
十
三
年
度
か
ら
は
減
少
傾

向
に
あ
り
、
十
六
年
度
は
七

三
四
件
で
あ
っ
た
。

議
員

確
認
業
務
を
民
間
に

開
放
し
た
建
築
基
準
法
の
改

正
前
後
で
、
本
市
の
審
査
体

制
に
変
更
は
あ
っ
た
の
か
。

都
市
政
策
部
長

確
認
申
請

や
検
査
件
数
の
減
少
に
合
わ

せ
、
違
反
建
築
物
へ
の
対
応

や
許
認
可
事
務
等
に
職
員
を

充
て
る
よ
う
に
切
り
替
え
た
。

議
員

本
市
が
構
造
計
算
書

の
偽
造
を
発
見
で
き
な
か
っ

た
原
因
を
聞
き
た
い
。

都
市
政
策
部
長

今
回
の
計

算
書
は
財
団
法
人
日
本
建
築

セ
ン
タ
ー
が
適
切
と
評
定
し

た
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
作
成
さ
れ

て
お
り
、
計
算
結
果
に
エ
ラ

ー
が
表
示
さ
れ
な
か
っ
た
た

め
、
所
要
の
確
認
等
の
み
を

行
い
、
自
動
計
算
過
程
の
検

算
を
行
わ
な
か
っ
た
こ
と
が

原
因
で
あ
る
。

議
員

行
政
と
し
て
今
回
の

問
題
の
責
任
を
ど
う
考
え
て

い
る
の
か
。

市
長

特
定
行
政
庁
と
し
て

不
正
を
見
抜
け
ず
、
結
果
と

し
て
市
民
に
不
安
を
与
え
、

心
配
を
か
け
た
こ
と
は
残
念

で
あ
り
責
任
も
感
じ
て
い
る
。

議
員

構
造
計
算
の
検
証
作

業
と
現
地
へ
の
立
入
調
査
の

結
果
を
聞
き
た
い
。

市
長

検
証
は
最
終
段
階
で

あ
り
、
事
業
者
側
の
再
計
算

結
果
等
と
照
合
し
精
査
中
で

あ
る
。
現
地
調
査
の
結
果
、

設
計
書
ど
お
り
の
建
築
物
で

あ
り
、
目
視
で
の
問
題
点
は

認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。

議
員

近
隣
住
民
へ
の
説
明

会
の
報
告
内
容
を
聞
き
た
い
。

市
長
・
都
市
政
策
部
長

現

時
点
ま
で
の
経
過
、
現
地
調

査
お
よ
び
検
証
の
進
捗
状
況

に
つ
い
て
報
告
し
た
。

議
員

過
去
の
確
認
申
請
の

審
査
に
つ
い
て
、
さ
か
の
ぼ

っ
て
検
証
す
る
考
え
は
あ
る

の
か
。

市
長
・
都
市
政
策
部
長

計

算
図
書
が
保
存
さ
れ
て
い
る

十
四
年
度
以
降
の
申
請
の
検

証
作
業
を
行
っ
て
い
る
。

議
員

今
回
の
偽
造
問
題
に

対
応
す
る
た
め
の
庁
内
体
制

に
つ
い
て
聞
き
た
い
。

市
長
・
都
市
政
策
部
長

市

と
し
て
の
対
策
を
協
議
決
定

す
る
た
め
の
組
織
と
し
て
、

関
係
六
部
で
構
成
す
る
「
構

造
計
算
書
偽
造
問
題
に
関
す

る
対
策
調
整
会
議
」
を
設
立

し
た
。
こ
の
会
議
で
、
周
辺

住
民
の
危
険
防
止
、
法
的
対

応
、
非
常
時
の
対
応
な
ど
と

併
せ
て
審
査
体
制
の
見
直
し

や
再
発
防
止
策
の
検
討
を
し

て
い
る
。

議
員

再
発
を
防
止
す
る
た

め
の
今
後
の
審
査
体
制
を
伺

い
た
い
。

都
市
政
策
部
長

構
造
計
算

の
審
査
に
当
た
っ
て
、
本
市

で
も
国
認
定
の
計
算
プ
ロ
グ

ラ
ム
を
用
い
て
再
計
算
し
、

申
請
内
容
を
検
証
す
る
方
法

を
採
用
す
る
な
ど
審
査
体
制

の
強
化
を
図
る
考
え
で
あ
る
。

議
員

既
存
マ
ン
シ
ョ
ン
の

耐
震
診
断
や
相
談
の
要
望
に

は
、
ど
の
よ
う
な
対
応
を
考

え
て
い
る
か
。

都
市
政
策
部
長

耐
震
診
断

に
つ
い
て
は
、
国
庫
補
助
制

度
と
し
て
、
住
宅
・
建
築
物

耐
震
改
修
等
事
業
が
あ
り
、

こ
の
制
度
の
活
用
を
研
究
し

て
い
き
た
い
。
相
談
に
つ
い

て
は
市
が
対
応
す
る
が
、
構

造
の
簡
易
な
チ
ェ
ッ
ク
は
社

団
法
人
神
奈
川
県
建
築
士
事

務
所
協
会
で
、
ま
た
無
料
相

談
窓
口
を
社
団
法
人
日
本
建

築
構
造
技
術
者
協
会
や
各
地

の
建
築
士
事
務
所
協
会
な
ど

が
開
設
し
て
お
り
、
こ
れ
ら

の
Ｐ
Ｒ
に
も
努
め
た
い
。

議
員

公
園
と
し
て
整
備
す

る
計
画
の
あ
る
神
奈
川
県
立

平
塚
西
工
業
技
術
高
等
学
校

の
跡
地
を
取
得
す
る
こ
と
と

な
っ
た
経
緯
を
伺
い
た
い
。

都
市
整
備
部
長

神
奈
川
県

立
高
校
改
革
推
進
計
画
に
よ

る
高
校
の
再
編
統
合
に
伴
い
、

平
成
十
四
年
一
月
に
跡
地
の

購
入
に
つ
い
て
県
か
ら
照
会

が
あ
っ
た
。広
域
的
か
つ
県
・

市
の
相
互
利
用
の
検
討
を
重

ね
、
地
元
住
民
等
の
意
見
も

踏
ま
え
折
衝
を
進
め
て
き
た
。

そ
の
結
果
、
災
害
時
の
一
次

避
難
地
と
し
て
の
機
能
を
有

す
る
近
隣
公
園
用
地
等
と
し

て
取
得
す
る
こ
と
と
し
、
平

成
十
六
年
六
月
に
県
と
覚
書

を
締
結
し
、
譲
渡
時
期
を
十

七
年
度
中
と
し
た
。

議
員

厳
し
い
財
政
状
況
の

中
で
取
得
す
る
こ
と
と
し
た

理
由
を
聞
き
た
い
。

市
長
・
都
市
整
備
部
長

譲

渡
金
額
が
二
五
％
減
額
さ
れ

る
こ
と
、
用
地
取
得
に
三
分

の
一
、
施
設
整
備
費
に
二
分

の
一
の
国
庫
補
助
制
度
が
活

用
で
き
る
こ
と
で
あ
る
。
ま

た
、
県
と
の
信
頼
関
係
も
重

要
視
し
た
。

議
員

こ
の
公
園
の
整
備
内

容
を
聞
き
た
い
。

都
市
整
備
部
長

「
さ
く
ら

を
中
心
と
し
た
地
域
密
着
型

の
公
園
」
を
コ
ン
セ
プ
ト
と

し
、
各
種
の
桜
を
植
栽
し
た

花
見
広
場
と
、
ス
ポ
ー
ツ
や

レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
で
き

る
多
目
的
広
場
を
整
備
す

る
。
ま
た
築
山
を
造
成
し
て

ド
ン
グ
リ
の
森
を
配
置
し
、

環
境
教
育
や
総
合
学
習
の
フ

ィ
ー
ル
ド
と
す
る
。

議
員

防
災
面
の
整
備
は
ど

の
よ
う
に
考
え
て
い
る
の
か
。

都
市
整
備
部
長

防
災
備
蓄

倉
庫
を
設
置
す
る
ほ
か
、
避

難
や
救
援
等
の
た
め
の
多
目

的
広
場
、
非
常
用
ト
イ
レ
、

太
陽
光
に
よ
る
照
明
施
設
を

整
備
す
る
。
ま
た
、
敷
地
境

界
に
防
火
樹
林
帯
を
設
け
、

延
焼
防
止
も
図
れ
る
よ
う
に

し
た
い
と
考
え
て
い
る
。

議
員

平
塚
海
岸
に
沿
っ
た

国
道
一
三
四
号
線
は
片
側
一

車
線
の
た
め
慢
性
的
に
渋
滞

し
て
い
る
。
本
市
部
分
の
道

路
整
備
に
向
け
、
ど
の
よ
う

な
活
動
を
し
て
い
る
の
か
伺

い
た
い
。

道
路
部
長

茅
ヶ
崎
市
側
か

ら
高
浜
台
交
差
点
ま
で
の
本

市
部
分
に
つ
い
て
は
、
新
湘

南
国
道
と
一
体
で
整
備
す
る

予
定
で
あ
る
が
、
本
市
側
の

買
収
済
用
地
の
有
効
活
用
を

図
る
こ
と
等
を
目
的
に
、
国

道
一
三
四
号
線
の
工
事
に
先

行
着
手
す
る
こ
と
と
な
り
、

平
成
二
十
二
年
三
月
の
完
成

を
目
途
と
し
て
四
車
線
化
の

工
事
が
開
始
さ
れ
た
。ま
た
、

高
浜
台
交
差
点
以
西
に
つ
い

て
は
、
新
湘
南
国
道
の
早
期

整
備
に
向
け
、
隣
接
す
る
茅

ヶ
崎
、
寒
川
、
大
磯
と
の
二

市
二
町
で
「
新
湘
南
国
道
並

び
に
藤
沢
大
磯
線
（
湘
南
新

道
）新
設
改
良
促
進
協
議
会
」

を
組
織
し
、
国
土
交
通
大
臣

を
は
じ
め
国
土
交
通
省
関
東

地
方
整
備
局
長
、
同
横
浜
国

道
事
務
所
長
お
よ
び
神
奈
川

県
知
事
に
対
し
、
要
望
活
動

を
行
っ
て
い
る
。

議
員

十
七
年
度
の
本
市
の

具
体
的
な
行
動
を
聞
き
た
い
。

道
路
部
長

平
成
十
七
年
九

月
に
は
、
本
市
と
大
磯
町
の

民
間
一
三
団
体
が
、
平
塚
商

工
会
議
所
会
頭
、
大
磯
町
商

工
会
会
長
等
に
同
行
し
、
横

浜
国
道
事
務
所
長
に
対
し
て

国
道
一
三
四
号
線
の
慢
性
的

な
渋
滞
解
消
に
向
け
た
要
望

活
動
を
行
っ
た
。

議
員

高
度
地
区
指
定
前

の
、
マ
ン
シ
ョ
ン
の
「
駆
け

込
み
」
建
設
に
、
市
民
は
も

ど
か
し
い
思
い
を
し
て
い
る
。

高
層
の
共
同
住
宅
に
つ
い
て

は
、
街
並
み
に
合
っ
た
高
さ

に
す
る
よ
う
厳
し
く
指
導
す

べ
き
と
考
え
る
が
、
本
市
の

対
応
を
聞
き
た
い
。

都
市
政
策
部
長

都
市
計
画

決
定
の
告
示
前
の
申
請
等
に
、

法
的
に
対
応
す
る
こ
と
は
困

難
と
考
え
て
お
り
、
で
き
る

限
り
早
急
に
高
度
地
区
の
指

定
を
進
め
て
い
き
た
い
。

議
員

市
民
か
ら
平
塚
市
都

市
計
画
審
議
会
に
対
し
「
高

度
地
区
指
定
を
早
め
る
よ
う
、

審
議
会
と
し
て
市
に
建
議
し

て
欲
し
い
」
と
い
う
要
望
が

あ
っ
た
と
聞
い
て
い
る
。
そ

の
後
、
審
議
会
で
は
ど
の
よ

う
な
議
論
が
行
わ
れ
た
の
か

聞
き
た
い
。

都
市
政
策
部
長

審
議
会
と

し
て
は
、
良
好
な
住
環
境
の

保
全
な
ど
を
図
る
た
め
に
は

全
市
的
な
高
度
地
区
の
指
定

を
は
じ
め
と
す
る
施
策
の
実

施
が
必
要
と
考
え
、
早
急
な

対
応
を
本
市
に
求
め
る
こ
と

を
決
定
し
、
平
成
十
七
年
十

一
月
三
十
日
付
け
で
市
長
に

建
議
を
提
出
し
た
。

議
員

高
度
地
区
指
定
に
当

た
っ
て
の
今
後
の
ス
ケ
ジ
ュ

ー
ル
を
伺
い
た
い
。

都
市
政
策
部
長

平
成
十
八

年
一
月
を
目
途
に
高
度
地
区

の
指
定
方
針
を
定
め
、
こ
の

方
針
に
基
づ
い
て
検
討
し
た

上
で
三
月
に
は
素
案
を
策
定

し
、
市
民
へ
の
公
表
や
議
会

へ
の
報
告
を
予
定
し
て
い
る
。

そ
の
後
、
四
月
頃
か
ら
各
地

区
で
説
明
会
を
開
催
し
、
市

民
か
ら
の
意
見
を
聞
い
た
う

え
で
原
案
を
策
定
し
た
い
。

街街並並みみにに配配慮慮ししたた
建建物物のの高高ささ指指導導

市
民
の
不
安
解
消
へ

調
査
・
検
証
作
業
報
告

審
査
体
制
の
強
化

公
園
と
し
て
活
用

防
災
機
能
も
併
設

議
員

公
共
下
水
道
第
六
期

事
業
の
内
、
市
街
化
調
整
区

域
で
の
整
備
を
拡
大
す
る
と

の
こ
と
だ
が
、
計
画
の
具
体

的
内
容
を
伺
い
た
い
。

下
水
道
部
長

整
備
面
積
は

市
街
化
区
域
に
隣
接
す
る
区

域
と
集
落
を
形
成
し
て
い
る

区
域
を
合
わ
せ
て
九
九
・
〇

三
�
で
あ
り
、
十
八
年
度
か

ら
二
十
二
年
度
ま
で
の
五
か

年
で
の
整
備
を
計
画
し
て
い

る
。
汚
水
と
雨
水
を
合
わ
せ

た
整
備
事
業
費
の
総
額
は
四

〇
億
三
七
〇
〇
万
円
を
予
定

し
て
お
り
、
拡
大
区
域
に
係

る
単
位
負
担
額
は
一
平
方
�

当
た
り
三
六
六
円
で
あ
る
。

宅
地
の
平
均
面
積
は
約
八
四

〇
平
方
�
で
あ
り
、
分
担
金

の
平
均
額
は
約
三
〇
万
七
〇

〇
〇
円
と
な
る
。

議
員

公
共
下
水
道
と
合
併

浄
化
槽
の
コ
ス
ト
を
比
較
し

た
結
果
を
聞
き
た
い
。

下
水
道
部
長

公
共
下
水
道

の
管
渠
等
の
建
設
費
と
処
理

場
の
維
持
管
理
費
の
合
計
額

を
も
と
に
、
第
六
期
事
業
の

調
整
区
域
の
全
戸
数
か
ら
算

出
す
る
と
一
戸
当
た
り
の
費

用
は
約
三
七
〇
万
円
と
な
る
。

一
方
、
浄
化
槽
設
置
費
用
、

中
小
水
路
の
蓋
掛
け
や
水
路

底
部
の
清
掃
費
用
等
を
合
わ

せ
る
と
一
戸
当
た
り
約
四
四

〇
万
円
で
あ
る
。

議
員

国
は
、
維
持
管
理
コ

ス
ト
を
考
慮
し
つ
つ
地
域
に

あ
っ
た
処
理
施
設
を
選
択
す

る
必
要
性
を
求
め
て
い
る
が
、

本
市
の
対
応
を
聞
き
た
い
。

下
水
道
部
長

十
五
年
度
に

「
生
活
排
水
処
理
基
本
計
画
」

に
お
け
る
各
地
域
の
整
備
手

法
を
点
検
し
、
施
設
の
経
済

性
、
効
率
性
に
つ
い
て
は
、

環
境
省
作
成
の
計
算
シ
ー
ト

に
よ
り
、
双
方
の
建
設
費
と

維
持
管
理
費
を
算
定
し
た
。

そ
の
結
果
、
合
併
浄
化
槽
よ

り
も
公
共
下
水
道
で
の
整
備

の
方
が
費
用
対
効
果
が
大
き

い
と
判
断
し
た
も
の
で
あ
る
。

合
併
浄
化
槽
と
の

コ
ス
ト
比
較
は

構構
造造
計計
算算
書書
のの
偽偽
造造
問問
題題

本
市
で
の
経
過
と
再
発
防
止
策
問
う

建築確認

第第第第第第第第第第第第第第第第����������������期期期期期期期期期期期期期期期期公公公公公公公公公公公公公公公公共共共共共共共共共共共共共共共共下下下下下下下下下下下下下下下下水水水水水水水水水水水水水水水水道道道道道道道道道道道道道道道道事事事事事事事事事事事事事事事事業業業業業業業業業業業業業業業業
市街化調整区域で拡大

第 ��� 号

市職員による現地調査

ひらつか議会だより

県
立
平
塚
西
工
の
跡
地

厳
し
い
財
政
下
で
の
取
得
理
由
た
だ
す

国
道
一
三
四
号
線
の
整
備
計
画

本
市
の
要
望
活
動
を
聞
く

県立平塚西工跡地

早早早早早早早早早早早早早早早早期期期期期期期期期期期期期期期期のののののののののののののののの「「「「「「「「「「「「「「「「高高高高高高高高高高高高高高高高度度度度度度度度度度度度度度度度地地地地地地地地地地地地地地地地区区区区区区区区区区区区区区区区指指指指指指指指指指指指指指指指定定定定定定定定定定定定定定定定」」」」」」」」」」」」」」」」求求求求求求求求求求求求求求求求めめめめめめめめめめめめめめめめるるるるるるるるるるるるるるるる

平成��年（２００６年）�月��日（�）
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